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○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
六
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

谷

公
一

警
護
要
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

警
護
の
基
本
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
三
章

警
護
員
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
四
章

情
報
の
収
集
等
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
五
章

警
護
計
画
（
第
九
条
―
第
十
二
条
）

第
六
章

警
護
の
実
施
（
第
十
三
条
―
第
十
七
条
）

第
七
章

警
護
の
実
施
に
関
す
る
報
告
等
（
第
十
八
条
）
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第
八
章

教
養
訓
練
（
第
十
九
条
）

第
九
章

装
備
資
機
材
（
第
二
十
条
）

第
十
章

雑
則
（
第
二
十
一
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
警
護
に
関
し
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
警
護
の
適
切
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

警
護
対
象
者

内
閣
総
理
大
臣
、
国
賓
そ
の
他
そ
の
生
命
及
び
身
体
に
危
害
が
及
ぶ
こ
と
が
国
の
公
安
に
係
る
こ
と
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
と
し
て
警
察
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
者
を
い
う
。

二

警
護
計
画

警
護
を
適
切
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
を
い
う
。
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三

警
護
員

警
護
計
画
に
基
づ
き
警
護
に
従
事
す
る
警
察
官
を
い
う
。

四

現
場
指
揮
官

警
護
の
現
場
に
お
い
て
警
護
員
に
対
す
る
指
揮
を
行
う
警
察
官
を
い
う
。

第
二
章

警
護
の
基
本

（
警
護
の
基
本
）

第
三
条

警
護
は
、
警
護
対
象
者
の
身
辺
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
。

２

警
護
は
、
警
護
計
画
を
作
成
す
る
段
階
か
ら
警
護
に
お
け
る
危
険
度
を
評
価
し
、
そ
れ
に
十
分
対
応
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

警
護
は
、
組
織
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
と
と
も
に
、
警
護
の
現
場
の
状
況
に
即
し
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

警
護
は
、
一
元
的
な
指
揮
の
下
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
警
護
員
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
第
三
号
に
掲
げ
る
警

護
員
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
警
護
員
の
間
で
の
適
切
な
任
務
の
分
担
の
下
、
重
層
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

警
護
対
象
者
の
直
近
又
は
付
近
に
お
い
て
、
警
護
対
象
者
の
周
囲
の
警
戒
、
不
審
者
の
接
近
阻
止
、
警
護
対
象
者
に
対
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す
る
危
害
の
排
除
、
警
護
対
象
者
の
防
護
及
び
警
護
対
象
者
に
対
す
る
更
な
る
危
害
の
防
止
に
当
た
る
警
護
員

二

警
護
対
象
者
の
周
辺
に
お
い
て
、
不
審
者
及
び
危
険
物
の
発
見
並
び
に
不
審
者
の
接
近
阻
止
、
警
護
対
象
者
に
対
す
る

危
害
の
排
除
及
び
危
険
物
の
除
去
に
当
た
る
警
護
員

三

交
通
整
理
、
雑
踏
整
理
そ
の
他
の
警
護
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
執
る
警
護
員

（
警
護
対
象
者
及
び
そ
の
関
係
者
と
の
連
携
）

第
四
条

警
護
計
画
の
作
成
及
び
警
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
警
護
対
象
者
及
び
そ
の
関
係
者
と
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
、
警

護
に
関
し
必
要
な
事
項
を
適
切
に
説
明
し
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
こ
れ
を
行
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

警
護
員

（
警
護
員
の
心
構
え
）

第
五
条

警
護
員
は
、
現
場
指
揮
官
の
指
揮
の
下
に
、
相
互
に
緊
密
に
連
携
し
て
任
務
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

警
護
員
は
、
犯
罪
、
事
故
そ
の
他
の
事
態
に
よ
り
警
護
対
象
者
に
対
し
危
害
が
切
迫
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
冷
静
か
つ

沈
着
に
必
要
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
平
素
か
ら
訓
練
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

警
護
員
は
、
警
護
対
象
者
の
生
命
及
び
身
体
の
安
全
の
確
保
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
任
務
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に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

警
護
員
は
、
警
護
対
象
者
及
び
そ
の
関
係
者
と
の
意
思
の
疎
通
を
図
り
、
そ
の
信
頼
を
得
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
警
護
員
の
服
装
及
び
言
動
）

第
六
条

警
護
員
の
服
装
及
び
言
動
は
、
そ
の
任
務
、
場
所
及
び
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
章

情
報
の
収
集
等

（
長
官
に
よ
る
情
報
の
収
集
等
）

第
七
条

長
官
は
、
国
内
外
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
等
警
護
に
お
い
て
想
定
す
べ
き
事
態
そ
の
他
の
警
護
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
情
報
の
収
集
並
び
に
当
該
情
報
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
の
分
析
及
び
整
理
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
管
区
警
察
局
長
並
び
に
警
視
総
監
、
道
府
県
警
察
本
部
長
及
び
方
面
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に

通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

（
警
察
本
部
長
に
よ
る
情
報
の
収
集
等
）
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第
八
条

警
察
本
部
長
は
、
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
治
安
情
勢
及
び
警
護
対
象
者
に
関
連
す
る
情
勢
並
び
に
警
護
対
象
者
の
日

程
そ
の
他
の
警
護
を
的
確
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
（
第
十
五
条
に
お
い
て
「
警
護
実
施
情
報
」
と
い
う
。
）
の
収

集
及
び
分
析
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
分
析
の
結
果
の
う
ち
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
、
長
官
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
長
官
及
び
管
区
警
察
局
長
（
以
下
「
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
関
係
警
察
本

部
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

警
護
計
画

（
警
護
計
画
の
基
準
）

第
九
条

長
官
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
分
析
及
び
整
理
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
警
護
計
画
の

基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

屋
内
又
は
屋
外
そ
の
他
の
警
護
を
実
施
す
る
場
所
の
種
別

二

講
演
、
視
察
、
会
合
そ
の
他
の
警
護
を
実
施
す
る
場
所
に
お
け
る
警
護
対
象
者
の
行
動
の
態
様

三

警
護
を
実
施
す
る
場
所
に
お
け
る
不
特
定
多
数
の
者
の
有
無
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四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警
護
の
態
勢
を
決
定
す
る
た
め
に
重
要
な
事
項

（
警
護
計
画
）

第
十
条

警
察
本
部
長
は
、
警
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
内
容
と
す
る
警
護
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

警
護
の
基
本
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
護
本
部
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
警
護
体
制
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
護
対
象
者
の
到
着
す
る
前
に
お
け
る
不
審
者
、
危
険
物
の
発
見
そ
の
他
の
警
護
対
象
者
に
対
す
る
危
害
及
び
事
故
の

防
止
並
び
に
警
護
上
の
障
害
の
除
去
の
た
め
の
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

四

警
護
対
象
者
へ
の
不
審
者
の
接
近
阻
止
及
び
警
護
対
象
者
に
対
す
る
危
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
警
護
対
象

者
の
周
囲
及
び
高
所
の
警
戒
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

交
通
整
理
及
び
雑
踏
整
理
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六

突
発
事
案
が
発
生
し
た
際
に
お
け
る
警
護
対
象
者
に
対
す
る
危
害
の
排
除
、
警
護
対
象
者
の
防
護
及
び
警
護
の
現
場
か

ら
の
警
護
対
象
者
の
退
避
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。
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七

各
警
護
員
の
具
体
的
な
任
務
及
び
配
置
に
関
す
る
こ
と
。

八

現
場
指
揮
官
の
氏
名
及
び
階
級
並
び
に
当
該
現
場
指
揮
官
が
行
う
指
揮
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
。

九

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
一
の
警
察
官
に
指
揮
を
行
わ
せ
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
相
互
に
協
議
し
て
定
め
る

事
項
並
び
に
当
該
警
察
官
の
氏
名
及
び
階
級
並
び
に
当
該
警
察
官
が
行
う
指
揮
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
。

十

警
護
員
が
着
装
し
、
又
は
携
帯
す
る
装
備
品
及
び
通
信
用
機
材
並
び
に
警
護
の
現
場
に
配
備
す
る
装
備
資
機
材
に
関
す

る
こ
と
。

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警
護
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

２

警
護
計
画
は
、
第
九
条
の
警
護
計
画
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

警
護
計
画
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
内
容
並
び
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
分

析
の
結
果
に
基
づ
き
、
警
護
対
象
者
の
意
向
、
警
護
に
伴
う
警
備
実
施
そ
の
他
の
警
護
に
関
連
す
る
事
項
を
考
慮
し
て
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

警
察
本
部
長
は
、
警
護
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
内
容
並
び
に
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同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
、
警
護
対
象
者
に
対
す
る
危
害
を
想
定
し
、
警
護
対
象
者
の
生

命
及
び
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
態
勢
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
地
踏
査
）

第
十
一
条

警
察
本
部
長
は
、
警
護
計
画
の
作
成
及
び
警
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
警
護

対
象
者
の
日
程
に
関
係
の
あ
る
場
所
の
実
地
踏
査
を
行
い
、
警
護
上
の
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
護
計
画
の
案
の
報
告
等
）

第
十
二
条

警
察
本
部
長
は
、
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
警
護
計
画
の
案
を
長
官
等
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
護
計
画
の
案
を
修

正
す
る
よ
う
指
示
し
、
又
は
警
護
の
実
施
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
事
項
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

警
護
の
実
施

（
警
護
の
実
施
）

第
十
三
条

警
察
本
部
長
は
、
警
護
計
画
に
基
づ
き
、
警
護
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
場
指
揮
官
）
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第
十
四
条

警
察
本
部
長
は
、
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
場
指
揮
官
を
指
名
す
る
と
と
も
に
、
警
護
の
現
場
に
お
け

る
指
揮
に
必
要
な
権
限
を
当
該
現
場
指
揮
官
に
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

警
護
を
実
施
す
る
場
所
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
て
警
護
計
画
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
第
三
条
の
警
護
の
基
本
に

の
っ
と
り
、
現
場
指
揮
官
が
必
要
な
指
揮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
護
措
置
等
の
徹
底
）

第
十
五
条

警
察
本
部
長
は
、
警
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
警
護
員
に
、
当
該
警
護
員
の
任
務
に
係
る
警
護

実
施
情
報
及
び
警
護
措
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、
周
知
徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
護
本
部
の
設
置
）

第
十
六
条

警
察
本
部
長
は
、
警
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
警
護
本
部
を
設
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

警
護
本
部
長
は
、
警
護
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
統
括
し
、
現
場
指
揮
官
に
対
し
て
必
要
な
指
示
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
広
域
に
わ
た
る
警
護
の
実
施
等
）
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第
十
七
条

都
道
府
県
警
察
は
、
警
護
対
象
者
の
日
程
が
二
以
上
の
都
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
警

護
対
象
者
に
係
る
警
護
の
態
勢
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
の
境
界
に
お
け
る
警
護
の
引
継
ぎ
に
係
る
支
障
そ
の
他

の
事
項
を
考
慮
し
て
長
官
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
管
轄
区
域
外
に
、
権
限
を
及

ぼ
す
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
警
護
計
画
に
は
、
警
護
の
実
施
に
係
る
関
係
都
道
府
県
警
察
の
任
務
の
分
担
に
係
る
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
突
発
事
案
の
発
生
に
伴
う
混
乱
を
回
避
し
、
そ
の
他
警
護
員
の
活
動
の
一
体
性
を
確
保
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
は
、
法
第
六
十

一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
都
道
府
県
警
察
の
一
の
警
察
官
に
指
揮
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
一
の
警
察
官
の
任
務
そ
の
他
同
項
の
指
揮
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

相
互
に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

関
係
警
察
本
部
長
は
、
第
一
項
の
場
合
に
係
る
警
護
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
長
官
が
定
め
る
事
項
を

長
官
等
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
長
官
等
は
、
警
護
計
画
の
作
成
に
関
し
所
要
の
調
整
を
行
う
も
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の
と
す
る
。

６

関
係
都
道
府
県
警
察
は
、
第
一
項
の
場
合
に
係
る
警
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
相
互
に
緊
密
な
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
章

警
護
の
実
施
に
関
す
る
報
告
等

第
十
八
条

警
察
本
部
長
は
、
警
護
に
関
し
突
発
事
案
そ
の
他
の
特
異
事
案
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
案
及
び
こ
れ
に
対

し
執
っ
た
措
置
の
概
要
そ
の
他
参
考
事
項
を
速
や
か
に
長
官
等
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
関
係
警
察
本
部
長
に
通
報
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

警
察
本
部
長
は
、
警
護
対
象
者
の
日
程
が
二
以
上
の
都
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
警
護
を
実
施
し
た
と
き
は
、

当
該
警
護
の
状
況
及
び
当
該
警
護
に
係
る
参
考
事
項
を
関
係
警
察
本
部
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

警
察
本
部
長
は
、
警
護
を
実
施
し
た
と
き
は
、
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
警
護
の
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、

今
後
の
警
護
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
事
項
そ
の
他
参
考
事
項
を
長
官
等
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章

教
養
訓
練

第
十
九
条

長
官
は
、
警
護
の
指
揮
を
行
う
幹
部
及
び
警
護
員
の
育
成
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
教
養
訓
練
に
係
る
体
系
的
な
計
画
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を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
警
護
対
象
者
へ
の
攻
撃
そ
の
他
の
突
発
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
訓
練
そ

の
他
の
高
度
な
教
養
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
平
素
か
ら
、
所
属
の
警
察
官
に
対
し
、
そ
の
職
務
、
経
験
及
び
技
能
の
別
に

応
じ
、
警
護
に
関
し
必
要
な
実
践
的
教
養
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

長
官
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
教
養
訓
練
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
所
要
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す

る
。

第
九
章

装
備
資
機
材

第
二
十
条

長
官
は
、
警
護
の
高
度
化
に
資
す
る
装
備
資
機
材
に
関
す
る
情
報
の
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
開
発
及
び
導

入
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
章

雑
則

（
長
官
へ
の
委
任
）

第
二
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
護
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
長
官
が
定
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
警
護
要
則
の
廃
止
）

２

警
護
要
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


